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ユビキタスネット社会における製品開発：ユーザー起動法と開発成果  

                                                                       
 はじめに 
本稿の目的は、近年台頭してきているユーザー起動法(User-driven method：以下ＵＤ

法)が持つ潜在力について体系的に収集したデータを使用して考察することである。 
ＵＤ法とは、以下で説明するように「製品アイデアの創造や製品化の可否の決定をユー

ザー起点で行う仕組み」のことである（注１）。ＵＤ法は、インターネットの掲示板を活用

し、そこへの消費者の書き込みを起点に製品開発を行う手法である。 

総務省は、２００４年１２月に「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」簡単にネット

ワークにつながり、情報の自在なやりとりができるユビキタスネット社会を２０１０年を

目途に実現すべく、u-Japan 政策を発表した（総務省編 平成１７年版 情報通信白書）。

こうしたユビキタスネット社会の実現は、情報交換の主体の範囲を広げ、交換の頻度を高

め、交換の内容と手段を多様化させる。マーケティング・流通といった文脈に限ってみて

もメーカー、流通企業、消費者といったそれぞれのもとで発生している情報がより広範囲

に、より頻繁な形でより多様な形態や手段で交換、閲覧されるようになる。そこでは、多

様な情報が B to B（事業対事業）、B to C（事業対消費者）, C to C（消費者対消費者）と

いった形で、これまでよりも広範囲に低コストで頻繁にやりとりすることができるように

なるのである。 

ユビキタスネット社会の環境が整備されればされるほど、各消費者は自分の欲求と同じ

ものをどれだけ多くの他の消費者が持っているのかをネットを通じて知ることができるよ

うになる。あるいはお互いが影響を及ぼしあうことでより洗練された欲望を創出できるよ

うになる。そして、そんな欲望がある一定数の消費者によって支持されていることをメー

カーがネットで知り、当該欲求を開拓するために資源を投入する可能性が開かれる。 

こうしたユビキタスネット社会の到来という流れの中で台頭してきたのが、ＵＤ法とい

う新しい製品開発の手法である（注２）。ＵＤ法は、これまでの製品開発で想定されていた

B to C での情報のやりとりだけでなく C to C で発生する情報のやりとりを製品開発に組

み込もうとするものである。 

このＵＤ法を使った製品開発の仕組みを構築し、運営する企業が近年、登場し成長を見

せている。ＵＤ法の採用で、高い新規性と独自性を示す商品を開発できる場合があること

が２０００年以降になって報告され始めている（小川 2002a,b、野中・勝見 2004、西川

2003、2004、Ogawa & Piller 2006）。 

ただし、そこで開発された商品の販売成果が伝統的な製品開発手法によるものより高い

ものになるかどうかについては明らかでない。実際、これまで報告されてきたユーザー起

動法による製品開発の事例でも多くの場合、高い販売成果を上げているものではなかった

（例えば山下・古川 2002：小川 2002a,b）。また、高い販売成果を上げたと言われるものに
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ついてもエピソード的に語られるに過ぎなかった。ＵＤ法で開発された商品とマーケティ

ングの教科書で取り上げられる伝統的手法（以下、ＴＤ法）で開発された商品を他の条件

を揃えて販売成果を比較するということはこれまで行われてこなかったのである。 

そこで本稿ではＵＤ法とＴＤ法で開発された製品の販売成果を体系的に収集したデータ

を使って比較することにしたい。そうすることで、ＵＤ法が持つ潜在力についてより正確

な理解をすることを本稿の目的としたい。 

 

 １．文献展望 

 

 １－１．ユーザー・イノベーション 
 つい４半世紀前まではイノベーションはメーカーが行なうものだと多くの人々によって

信じられてきた。そこではメーカーのみが新製品に関するニーズを感じ取りそれを充たす

製品を開発し市場化するのだと信じられてきた。実際、多くの研究者達はメーカーがイノ

ベーターであるという前提のもとに研究を行ってきた(von Hippel 1988)。 

 しかし、７０年代に入ってその前提に疑問を投げかける研究が登場してきた。それらが

主張したのは、時として、メーカーではなくユーザーがイノベーションを行うことがある

というものであった。事実、そこではイノベーション過程でユーザーが重要な役割を演じ

ることをいくつものデータが示した(von Hippel 1976, 1988)。 

そしてユーザー・イノベーション研究はその後、ユーザーがイノベーションを行なうこ

とを説明する要因について研究を蓄積していった。そこで明らかになった要因とは当該ユ

ーザーが当該イノベーションを開発することで手にする便益の大きさと開発に要する費用

の大きさであった。既存研究はメーカーと比較してユーザーが当該イノベーションを行う

ことによって得られると期待できる便益が大きい時、そして当該イノベーションを実現す

る費用が小さい時、ユーザーがイノベーションを行う傾向があることを明らかにしていっ

た(von Hippel 1988, 1994: Ogawa1998)（注３）。 

 

 １－２．ユーザー・イノベーション研究の進展 

そうした流れの中で近年さらにユーザー・イノベーションに関して研究成果が蓄積され、

新たな知見が得られ始めている(von Hippel 2005)。それは第一に、ユーザー・イノベーシ

ョンが産業財だけでなく消費財の分野においても見られるということ、第二に、そうした

イノベーションは特定のユーザーによって行われる傾向があること、そして第三に、ユー

ザー・イノベーションは時に、個人としてではなくある集団内でお互いに支援を受けなが

ら実現する場合があること、である。 
９０年代まではユーザーがイノベーションを行うことがあるといっても、そこで報告さ

れてきたのは、実はそれは産業財のユーザーによるものがほとんどであった（Luthje＆
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Herstatt 2004）。確かに、科学機器や医療器具といった産業財の分野では、ユーザーが製

品イノベーション活動で主要な役割を演じていた。しかし、消費財ではスポーツ飲料のゲ

ータレードのように、エピソードとしてユーザー・イノベーションの事例が報告されるこ

とはあっても体系的に収集されたデータをもとにその存在が報告されることはなかった。 
そうした状況の中、消費財の特定の分野で消費者によるイノベーションがかなりの程度

存在することが報告されてきている。その分野とは、スポーツ関連製品である。 
例えば Shah(2000)は、スノーボーディング、スケートボーディング、ウインドサーフ

ィンといったスポーツ分野で、当該スポーツ分野の器具の第一バージョンがいつもユーザ

ーによって考案され、実現されていたことを明らかにした。そして彼女は、器具の主要な

改良の５８％がユーザーとユーザー・メーカー（自分自身がユーザーであると同時に他の

ユーザーに器具を販売するもの）であったことを発見した。また、Luthje(2004)は、アウ

トドア・スポーツの分野で消費者がイノベーションを行っていたことを明らかにした。彼

が収集した１５３名の消費者のうち、１０％がイノベーションを行っていた。さらに、Tietz 
et al.(2004)は、kite surf の分野で、回答者１５７名のうち、７１名（４５％）がイノベー

ションを行っていたことを明らかにし、Franke & Shah(2003)もスポーツ関連の消費財ユ

ーザーに対して質問票調査を行い、回答者のうちの３２．１％が実際にイノベーションを

行なっていたことを報告した。このようにスポーツ関連分野において消費者が製品イノベ

ーションを行っていたことが明らかになってきている。 
ユーザー・イノベーションについて明らかになってきた第二番目の内容は、イノベーシ

ョンを行なうユーザーの特性に関するものである。つまり、ユーザーがイノベーションを

行っているといってもすべてのユーザーがイノベーションを行うというのではなくリー

ド・ユーザー（以下、LU）と呼ばれる範疇に属するユーザーがイノベーションを行ってい

る傾向があるということである。 
LU の特徴は二つである（von Hippel 1988）。第一に、当該市場の大多数のユーザーが

やがて直面することになる新しいニーズに時間的に先行してすでに直面していること、第

二に、そうしたニーズに対して解決手段を提供するイノベーションを実現することでそこ

から大きな便益を得られることである。 
以上の二つの特徴を併せ持つユーザーがユーザー・イノベーションの主体となっている

場合が多いことが近年多くの研究が明らかにしてきている（Lilien et al. 2001）。例えば、

von Hippel(1988)は、プリント配線基板のデザイン用 CAD システムのユーザーに対して

質問票調査を行い、その分野の製品イノベーションのうちほとんどすべて（８７％以上）

がリード・ユーザーによって行なわれていることを明らかにした。また、Shah（2000）
が対象とした３つのスポーツ関連器具分野と Franke & Shah（2003）が対象とした４つ

のスポーツ分野でイノベーションを行なっていたユーザーもリード・ユーザーであった。 
第三のユーザー・イノベーション研究に関する最近の成果は、ユーザー・イノベーショ
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ンがしばしば集団的に行われることがあるということである。Linux に代表されるオープ

ン・ソース・ソフトウエアの分野で、イノベーションがユーザーの集団的努力によって行

われることは知られているが、それ以外の分野でも同様なことが行われていることが報告

され始めている。例えば、Franke & Shah（2003）は、対象としたスポーツ分野における

ユーザー・イノベーションの多くが一人のユーザーの努力によってのみ実現されていたの

ではなかったことを明らかにした。それらのイノベーションは他のユーザーの支援や協力

を得ながら実現していたのである（注４）。 

 
２．ユーザーを製品開発過程に組み込む手法 

 
２－１．ＵＤ法 
消費財でもユーザーがイノベーションを行う場合がありえる。その際、特定のユーザー

が他のユーザーの支援や協力を得ながらコミュニティーとしてイノベーションを行うこと

がある。以上のようなユーザー・イノベーション研究が近年明らかにした姿を製品開発に

組み込もうとする手法が本研究が対象とするＵＤ法である（注５）。 
ＵＤ法は、以下のような業務プロセスを経て製品開発を行う手法である。 

第一に、消費者自身がＵＤ法を採用する企業のインターネット上の掲示板に自分がほし

いと思う商品のアイデアを書き込む。第二に、追加的意見の提示、投票、購入予約といっ

た形で、書き込まれたアイデアに対する他の消費者からの反応や評価が寄せられる。第三

に、ＵＤ法を採用する当該企業は、そうした消費者からの反応を基礎に製品化の可能性を

探る。そして製品化が可能だと判断する企画についてはそれを実現するために必要な最小

購買者数（ロット数）と販売価格を決定し、それらをインターネット上に公開し、購入希

望者を募集する。その結果、当該商品案に対する購入希望者数が最小必要ロット数をクリ

アすると商品化が決定され、販売が行われる。 

 
２－２．LU 法 
実は、特定ユーザーを積極的に製品開発活動に取り込むことを意図した手法としてはＵ

Ｄ法と異なる手法がすでに存在する。それはリード・ユーザー（ＬＵ）法である。ＬＵ法

では、先に紹介したリード・ユーザーを製品開発過程に積極的に取り込むことで高い製品

開発成果の実現を目指す。 
伝統的な製品開発方法では、当該製品の標的となる平均的ユーザーを対象に市場調査を

行い、その結果から製品案の創出や市場規模の推定を行う。それに対して、ＬＵ法では、

メーカーがリード・ユーザーの特徴を持つユーザーを探し出し、そのユーザーが直面する

問題やそれへの解決法を参考に製品開発を行なう。例えば、ＬＵ法では、住宅メーカーが

高齢社会で求められる家を開発するにあたって、同じ家に同居する１００歳を超える親子
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を探し出す。そして、彼（女）らが直面してる問題とそこで生み出されている解決策を参

考に新しい家の開発を行う。 
こうしたＬＵ法を使えば高い販売成果を実現する製品を開発できることを最近の研究は

明らかにしている（von Hippel et al. 1999, Olson & Bakke 2001,Lilien et al. 2002）。例

えば、Lilien et al.（２００２）は３Ｍにおける製品開発活動の調査を通じて LU 法の有効

性を明らかにしている。彼らの研究によると、LU 法によって開発される製品は従来型の

市場調査を使った場合と比較して新規性と独自性が高く、販売実績も２倍以上のものを達

成していた。 

 
 ２－３．ＵＤ法とＬＵ法 
ＵＤ法は、特定のユーザーが積極的にイノベーション活動を行うことを前提とするとい

う意味でＬＵ法と同じである。しかし、ＵＤ法は、以下のようにいくつかの点でＬＵ法と

異なる特徴を持つ。それは、開発における起点主体、対象単位、需要顕在化の時期、ユー

ザー接点でのインターネット利用の有無、ユーザー特定の容易さに関してである（表１）。 

 
表１ ＬＵ法とＵＤ法 

 ＬＵ法 ＵＤ法 

起点 メーカー ユーザー 

調査対象単位 個人ユーザー ユーザー・コミュニティ 

需要顕在化のタイミング 開発後 開発前 

インターネット利用 必ずしも必要ではない 必須 

ユーザー特定の容易さ 容易ではない 容易 

 
 まず LU 法では、開発に関する起点は常にメーカーである。この開発手法ではあくまで

メーカーが最初にユーザーに対して働きかけを行なうことを前提としている。それに対し

て UＤ法は、開発の起点をユーザー側に設定している。つまり、開発の進行がユーザー側

からの働きかけを起点に行われることを前提に設計されているのである。 
第二に、LU 法では、個々のユーザーを対象として調査を行なう。そこでは、ユーザー

をコミュニティとして見るという視点は弱い。それに対し、UＤ法では、何らかのユーザ

ー集団（コミュニティ）を単位として想定する（注６）。ここでは消費者は、ある一定の集

団として活動して始めてイノベーションを実現することができると想定されている。最初

のアイデアを提示するのは一人の消費者であったとしても、それに対して他ユーザーが修

正案や追加案、洗練案を提示したり、投票により意見分布や需要分布の顕在化に貢献する

ことがこの手法では重要な役割を演じることになる。 
一般的に消費者は地理的に広く分布し、それらのニーズは多様である。そのことは消費
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財に関するニーズ情報は、広く多様に分布していることを意味する。さらに、そうしたニ

ーズ情報をもとに製品イノベーションとして実現される機能を消費者側から提示されたと

しても、それを実現するための技術的解決を行なうための技術情報はメーカーが所有して

いる場合が多い。メーカーが持つのと同種の情報を持つ消費者は実際はごく限られている

のである。そうした状況を前提とすれば、製品イノベーション案を持つ消費者は、当該製

品案に対して類似のニーズを持つ集団として活動し、その案が実現された製品に対して一

定量以上の需要が存在することを示す必要がある。それは、そうすることによってはじめ

て、メーカー側から製品化に向けた資源を引き出すことが可能になるからである。その点

でＵＤ法では、革新的製品アイデアを持つユーザーはメーカーに対しても他ユーザーに対

しても自分が持つイノベーション関連情報を積極的に開示することを前提とする。 
こうしたユーザーがメーカーや他ユーザーにイノベーション関連情報を積極的に開示す

るという条件は、実はＵＤ法の下で満たされる。Harhoff et al.（2003）の研究によると、

以下の３つの条件が満たされる場合、イノベーション情報を持つユーザーは、それを他ユ

ーザーやメーカーといった他者に無償で公開することになる。それらは、①メーカーが当

該イノベーションの実現にあたりユーザーが行なった場合よりも高い製品性能を実現し、

②ユーザー間の競合関係が弱く、③当該製品を低コストで他ユーザーが入手できる時であ

る（注７）。 
ＵＤ法では、開発者側は、ユーザーから提示された商品案を洗練化し、ユーザー自身が

行うよりも高い機能のものを実現する。また、開発に当たり、ユーザー間に当該商品の購

入や販売をめぐる競争はない（注８）。むしろユーザー間で協力し、購入者数を増やすこと

によって個々のユーザーの努力では実現不可能な低価格での当該商品の購入が可能になる。

このように、ＵＤ法では、ユーザーが積極的にイノベーション情報をメーカーや他ユーザ

ーに開示する条件が整っているのである。 
LU 法と UＤ法に関する第三番目の差異は、需要量が可視化される時期に関するもので

ある。LU 法では当該イノベーションに対する需要は、あくまで開発が終了し、生産が終

了した後、明らかになる。つまり LU 法では、当該イノベーションに関する市場規模をあ

らかじめ推定することが必要になる。それに対して、UＤ法では、消費者による投票活動

（発注）が事前に行われるため、部分的にではあるが需要が開発、生産に先立って顕在化

することになる。 
第四番目に、UＤ法では、「製品案の提示」と「選好・購入意志に関する投票」において

ユーザーとの対話メディアとしてインターネット使用が不可欠である。開発過程で予め対

象ユーザーを設定せず、不特定ユーザーからの働きかけを前提とする UＤ法ではインター

ネットの利用は不可欠である。インターネットの利用によるユーザーとのコミュニケーシ

ョン費用の飛躍的削減がそこで求められるからである。他方で、LU 法ではユーザーと開

発主体との接点としてインターネットを使用する必要は必ずしもない。 



 7

最期に、UＤ法は、製品アイデア提供者となる消費者の特定がＬＵ法と比較して容易で

ある。LU 法では、今後支配的になる市場トレンドを特定し、そうした将来トレンドに現

時点で直面しているリード・ユーザーを特定し、接触し、協力を得ることが必要になる

（Luthje＆Herstatt 2004）。しかしそれを実現する作業は容易ではない。 
他方で、UＤ法では、製品開発案を持つユーザーが自らインターネットの掲示板を通じ

て自身の存在を告知してくれる。また提示されたアイデアがどれほど他ユーザーの支持を

得るものであるかもインターネットの掲示板を通じて製品化に先立って知ることができる。

以上のことは、ＵＤ法では市場トレンドの探索、特定や製品案を持つユーザーの探索、特

定、協力関係の構築がＬＵ法よりも容易であることを意味する。 

 
 ３．調査対象の設定と調査概要 

 
 ３－１．調査対象の設定 
企業の製品開発活動でユーザーに積極的役割を演じてもらうと言った場合、二つの問い

がこれまで提示されてきた（Lilien et al.2001）。それは第一にユーザーが本当に新規性や

独自性の高い製品を開発することができるのかという問いであり、もう一つがそこで開発

された製品が市場で大きな販売実績をあげることが可能なのかという問いである。 
これら二つの問いのうち、ＵＤ法については前者の問いについて肯定的な答えが報告さ

れている。例えば、小川（2002b）は、UＤ法を先駆的に開発し、運営しているエレファ

ントデザイン株式会社（以下、エレファントデザイン）と株式会社エンジンの事例を分析

し、そこで新規性の高い製品が製品化されていることを報告している。UＤ法ではそもそ

も市場で目にすることができない商品を入手するために消費者が開発案の提示を行なう。

そうした意味で商品化された製品の新規性や独自性が高いことは当然の結果であるとも言

える。 
他方で、後者の問いについては体系的にデータを収集し、伝統的な開発手法（ＴＤ法）

と比較する研究がこれまで行われてこなかった。既存研究には、ＴＤ法とＵＤ法によって

開発された製品の販売成果を条件を揃えて比較したものはない。これまでの研究はせいぜ

い当該製品カテゴリーの平均販売数との比較でＵＤ法による製品の販売数の大小を報告し

てきたに過ぎなかったのである。 
そこでＵＤ法の潜在力を考察するにあたって、本研究では株式会社良品計画（以下、良

品計画）の製品開発を調査対象とする。理由は以下の４点である。まず、良品計画が２０

０２年９月から２００３年１２月という限定された期間でＵＤ法による製品開発のプロジ

ェクトを行ったからである。このように、期間や対象が明確なものは、データ収集や比較

対象の特定に都合がよい。 

良品計画を調査対象に選んだ第二の理由は、良品計画が、ＵＤ法を実践するに当たって
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必要だと想定されていた補完資源を持ち合わせていたからである。ＵＤ法に関する過去の

研究（小川 2002a,b：西川 2003）が指摘しているように、ＵＤ法を実践するにはいくつか

の補完的資源が必要になる（Teece, 1986）。具体的には①生産ノウハウと生産受入メーカ

ーとのネットワーク②開発された商品を販売する巨大な実店舗網③開発主体が展開するブ

ランドに対する大規模な消費者コミュニティの存在である。小川（2006）が明らかにして

いるように、良品計画はそうしたＵＤ法を実践するに当たって必要だと思われる補完的資

源をすべて有していたのである。 

また、良品計画はＵＤ法の採用に当たって、ＵＤ法を採用した過去の事例を十分分析し

ていた。そのため、同社はＵＤ法を実践にするにあたってクリアすべき問題について十分、

認識し、それを克服する工夫を新たに施した上でＵＤ法による製品開発を行っていた。具

体的には良品計画は以下のような工夫を取り込みながらＵＤ法を実践した。それらは、①

ユーザーの会員登録②投票制度を通じたＲＯＭのＲＡＭ化③開発過程の積極的開示④実店

頭購入者を主要ターゲットとする商品企画⑤開発過程の計画化⑥先行予約者に対するイン

センティブの提供、である（小川 2006）。このように過去の事例を参考に、良品計画はよ

り完成度の高いＵＤ法を実践した。それが本研究で良品計画を選択した第三の理由である。 

上の第二と第三の理由は重要である。それは、同社がＵＤ法が持つ潜在力を最も引き出

す可能性を持っていることを示唆しているからである。 

本研究が良品計画を調査対象とした最後の理由は著者の一人が良品計画がＵＤ法を使い

製品開発している期間に同社に勤務していたからである。ＵＤ法と伝統的開発手法による

販売成果をできるだけ適切に比較するには内部データの入手、分析が不可欠である。そう

いった意味で、著者の一人が良品計画の内部データにアクセス可能で、利用許可を得てい

たことは、調査にとって好都合だったのである。 

 
３－２．良品計画におけるＵＤ法 

 

 ３－２－１．良品計画の概要 

 良品計画は無印良品のブランド名で商品・店舗展開している専門店である。世界規模で

店舗展開しており、２００３年度現在で、日本に２６６店舗、英国に１６店舗、フランス

に４店舗、香港とアイルランドにそれぞれ３店舗と１店舗の合計２８９の店舗を展開して

いる。品揃えは衣料、生活雑貨、食料品を中心とし、それらを企画、製造、卸・小売販売

している垂直統合度の高い企業である。２００３年度の売上は１２００億円、営業利益は

８８億円である。 

 

 ３－２－２．良品計画におけるＵＤ法の始まり 

今回取り上げる良品計画は、９０年代になって普及してきたインターネットを活用した
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製品開発の可能性を探っていた。その一つの試みが「みんなの声からモノづくり家具・家

電」であった。そのプロジェクトは、消費者起点のアイデアをもとに商品開発を行うとい

うもので、月あたり１テーマづつ合計１２テーマを、１年間の期限付きで行うというもの

であった（注９）。 

このプロジェクトで意図されたのは、従来にない手法で、新規性の高い商品を開発する

というものであった。良品計画は、インターネットを単に実店舗向けに開発された商品の

新たな販路としてだけでなく、これまでの同社にない商品・事業を開発するためのツール

として活用したいと考えていたのである。 

そこでこのプロジェクトに与えられた一つの方向が、無印良品の従来の商品コンセプト

に広がりを持たせるということであった。具体的には「機能を絞り込む」開発よりも「新

機能を開拓する」開発に焦点を置くということであった。 

それまでの無印良品の商品開発では、「機能を絞り込むこと」、その機能が「タグで数行

で説明できること」が重視されていた。既存商品が持つさまざまな機能のうち、ムダな機

能が削ぎ落とされた商品の開発というのがそれまでの無印良品の開発コンセプトだった。

店頭に来た顧客が店員の説明を受けなくても、タグの説明を読むだけで当該商品の機能を

理解し、購入できる。そうした機能を持つ商品が開発されてきたのである。 

それに対して、今回のプロジェクトでは、新しい機能を持つ商品を開発することが目指

された。ネットを使えば十分、消費者に対して新しい機能や使い方を説明することができ

る。ネットならではの商材開発が可能になるとそこでは考えられたのである。そして「み

んなの声からモノづくり家具・家電」は、２００２年９月から２００３年１２月までの期

間で行われた。 
 

３－２－３．「みんなの声からモノづくり家具・家電」の開発フロー 

 「みんなの声からモノづくり家具・家電」における個別プロジェクトは以下のようなス

テップで進められた。各ステップを、同事業で最も高い売上を実現した開発テーマ（「すわ

る生活」、最終商品名「体にフィットするソファ」）を主な例としながら説明すると次のよ

うになる。 

①プロジェクトに参加するにあたって消費者は、会員登録（無料）する。登録した消費者

がインターネット上の掲示板に書き込みを行うところから以下のプロセスは開始する。 

②消費者からの書き込みから抽出した商品開発テーマを発表する 

（例）すわる生活 

③示されたテーマに対して消費者が商品アイデアを投稿する 

（例）「すわる生活」をテーマとした場合 

体をあずける大型クッション、背もたれしっかりのフロアーソファ 

寝転びながらリラックスできるクッションマット、リラックス座椅子 
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④ムジネット側で消費者から出たアイデアを整理、集約化した複数のアイデアに対して消

費者が自分が気に入ったものを投票する。 

（例）体をあずける大型クッション          ９０票 

背もたれしっかりのフロアーソファ       ４７票 

寝転びながらリラックスできるクッションマット ３４票 

リラックス座椅子               ３１票 

脚付き座椅子・あぐら座椅子          ２５票 

⑤ ④で一番投票数が多かったアイデアに対していくつかのデザイン案をムジ・ネット側

が作成し、それに対して消費者が自分が一番気に入ったものを投票する 

（例）「体をあずける大型クッション」の場合 

素材・ファブリックタイプ           １７７票 

ユニットタイプ                 ９７票 

リラックスサポートタイプ            ５７票 

   中空タイプ                   １９票 

⑥ ⑤で一番投票数が多かったものに対して商品化を検討し、仕様の詳細、製造メーカー、

商品化最小ロット、予定販売価格を確定していく 

（例）商品名：体にフィットするソファ 

   商品仕様：素材 

カバー ストレッチ素材（ナイロン ７４％、ポリウレタン ２６％） 

    帆布（綿１００％） 

本体  ０．５mm の微粒子ビーズ約６ｋｇ 

サイズ 幅６５×奥行き６５×高さ４３（センチ） 

     最小ロット：５０ 

     販売価格 ：１，９０００円 

⑦ 確定された商品案に対して購入予約を募り、その数が商品化最小ロットを超えた場合、

商品化を決定する。ただし、予約受付３ヶ月を過ぎても予約が最小ロットに達しない

場合は、商品化を中止する。 

⑧ 購入予約者への販売完了後、ネットに加えて、実在店舗での販売を開始する。 

⑨ 販売後も購入者からのコメントを受付け、その情報を商品の新規開発、修正に継続的

に反映させていく（注１０）。 

 
３－３．データの収集 

以上のような形で行われた「みんなの声からモノづくり家具・家電」の開発プロジェク

トを基礎に、本研究はサンプルの特定を行った。 

良品計画においてＵＤ法とＴＤ法で開発された商品の販売成果を比較するにあたって
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我々は以下のような基準でデータを収集、分析した（注１１）。第一に、「みんなの声から

モノづくり家具・家電」でＵＤ法を使い開発され、市場化された製品を特定した。次に、

それらと比較可能なＴＤ法によって開発された商品を特定した。ＴＤ法で開発された商品

のうち、（１）ＵＤ法で開発された各製品と同じ製品分野で、かつ（２）販売開始が比較対

象となるＵＤ法の製品の販売開始時の前後半年以内、の商品を特定した。そして最後に、

それらの結果、比較のペアとなったＵＤ法とＴＤ法の製品間で開発担当者に能力上の差が

ないことを確認した。以上の結果、今回の調査と対象となったのはＵＤ法３個、ＴＤ法１

０個の１３個のサンプルである（表２）。 

 
表２ 選定された商品リスト 

組番号 手法 商品名 販売開始 販売価格（円）

ＵＤ 持ち運びできるあかり 02 年 7 月 6,900

ＴＤ 高さ調整できる照明 02 年 9 月 5,750

１組 

ＴＤ アクリル・蛍光灯ペンダントライト O2 年 10 月 10,000

ＵＤ 体にフィットするソファ O2 年 11 月 19,000

ＴＤ ソファベッド 02 年 9 月 19,500

ＴＤ ウレタンブロック 03 年 3 月 6,000

ＴＤ 積層合板ソファ 03 年 4 月 39,000-70,000

ＴＤ 積層合板ベッド 03 年 4 月 50,000-60,000

ＴＤ スチールチェア・革座 02 年 9 月 9,500

２組 

ＴＤ スチールチェア・折りたたみ式 02 年 9 月 1,500

ＵＤ 壁棚 03 年 4 月 1,000

ＴＤ 目覚まし時計 03 年２月 1,800

３組 

ＴＤ スチールサイドテーブル 03 年 3 月 4,500

 
ＵＤ法によって最終的に製品化が検討されたテーマは８件、そのうち実際に市場化され

たのは３件であった。商品化された商品は、具体的には、（１）持ち運びのできるあかり

（２）体にフィットするソファ（３）壁棚である。販売価格は、１０００円から１９００

０円まで、商品化最小ロットは、５０個から３００個までのものであった。 

 開発された商品はすべて良品計画にとっても同業他社にとっても新規性の高いものであ

った。「持ち運びできるあかり」は、文字通りコードレスで持ち運びができる照明器具で

ある。充電台の上においている時には部屋の装飾面で、持ち運びする時は携帯性で優れた

機能を発揮するライトである。また、「体にフィットするソファ」は、洋室でも和室のよ

うにフロアに座ったままくつろいでいる生活者が多いことに注目した商品で、中味にビー
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ズを使い、体へのフィット感を出したソファである。省スペースで座る角度を変えれば、

普通に座ることもできる多機能ソファである。最後に、「壁棚」は、賃貸マンション居住

者が抱える問題を解決したもので、棚を固定するピンを工夫することで取り除いてもピン

痕がほとんど残らない多機能棚である。 

このように新規性と独自性の高い商品が開発されたが、検討されたテーマの数は当初の

計画より少なくなってしまった。その理由は、①開発に予想以上の時間がかかったこと、

②商品化を検討する過程で商品案が無印良品のブランド・コンセプトに合わなくなったこ

と、③既存商品の中にすでに類似商品があったこと、④当時、別部隊の開発案件の中に類

似商品が存在したこと、であった。こうした市場化されなかった５つの製品については明

確な基準を設定することが困難だったためＴＤ法について比較の対象とするデータを特定

することができなかった。 

以上の過程を経て、抽出された製品は１３個で、ＵＤ法によって開発された製品とペア

で比較されるＴＤ法の製品は、ＵＤ法の開発担当者と同じ人物が担当していた。その結果、

我々は、開発担当者の能力の差が販売成果に影響を与えることはなかったと仮定して分析

を進めることにした（注１２）。 

 

 ４．分析結果 

 以上の過程を経て特定したサンプルについて我々は初年度売上額と販売終了時期に関す

る販売データを収集し、ＵＤ法とＴＤ法の販売成果の比較を行った。表３がその結果であ

る（注１３）。 

表３から分かる通り、ＵＤ法はＴＤ法より最低でも 2.7 倍（平均値で言えば２１．３倍）

の売上成果を実現していた（注１４）。例えば、ＵＤ法で開発された「持ち運びのできる

あかり」と従来型の方式で開発された２製品（「高さ調整できる照明」、「アクリル・蛍

光灯ペンダントライト」）の初年度売上額を比較するとＵＤ法による製品はＴＤ法による

製品のそれぞれ７．８倍と２．８倍の販売成果をあげていた。また、「体にフィットする

ソファ」（ＵＤ法：約６億８６００万円）に関して言えば、最も販売額が近い「ソファベ

ッド」（ＴＤ法：約１億１１００万円）に対してでさえも約６．２倍の販売成果を実現し

ていた。最後に、「壁棚」（ＵＤ法：約７７００万円）については、ＴＤ法で開発された

２製品（「目覚まし時計」、「スチールサイドテーブル」）に対してそれぞれ５．７倍と

３９．５倍の売上額を実現していた。 

販売期間について見ても同様な結果が見られた。ＴＤ法で開発された製品はすでに７割

が販売中止になっているのに対し、ＵＤ法で開発された製品は現在も販売が継続されてお

り、累積販売額を増やし続けている（注１５）。特に「体にフィットするソファ」は現在

では良品計画の生活雑貨部門全体の中で売上高５位となる大ヒット商品に育っている（注

１６）。 
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表３ 販売結果 

組番号 手法 商品名 販売終了 初年度売上額（千円） UD/TD 売上比

ＵＤ 持ち運びできるあかり 継続 86,836 -

ＴＤ 高さ調整できる照明 04 年 1 月 11,127 7.8

１組 

ＴＤ アクリル・蛍光灯ペンダントライト 継続 32,579 2.7

ＵＤ 体にフィットするソファ 継続 685,548 -

ＴＤ ソファベッド 05 年 1 月 111,454 6.2

ＴＤ ウレタンブロック全体 04 年 7 月 36,632 18.7

ＴＤ 積層合金ソファ 継続 46,247 14.8

ＴＤ 積層合金ベッド 継続 41,484 16.5

ＴＤ スチールチェア・革座 04 年 7 月 8,742 78.4

２組 

ＴＤ スチールチェア・折りたたみ式 05 年 1 月 30,537 22.4

ＵＤ 壁棚 継続 76,695 -

ＴＤ 目覚まし時計 05 年 1 月 13,379 5.7

３組 

ＴＤ スチールサイドテーブル 04 年 7 月 1,944 39.5

０５年１１月現在。 

 

 ５．発見物の要約と新たな課題 

 本研究の第一の発見物は少なくとも我々のサンプルに関する限り、ＵＤ法が新規性や独

自性の高い製品を生み出していただけでなく、売上の点でもＴＤ法の少なくとも２．７倍

の売上額をあげていたということである。第二の発見物は、製品寿命についてもＵＤ法に

よって開発された商品の寿命はＴＤ法によって開発された商品のそれよりも長い傾向を示

していたということである。つまり、ＵＤ法はＴＤ法に比較して販売額でも商品寿命でも

高い成果を達成していたのである。 

 以上のように本研究の結果は、ＵＤ法による開発が高い潜在力を持つことを示唆してい

る。しかし、本調査にいくつかの考慮すべき問題点が存在していることも事実である。 

 まず、本調査は注意深く条件を揃えて比較分析を行っているが、そのサンプル数はわず

か１３件である。統計的な分析に足るサンプル数を収集できていないことが本調査の第一

番目の限界である。 

 第二に、ＵＤ法による製品が高い販売成果を達成できた理由はＵＤ法の採用以外にもあ

るかも知れない。開発担当者の思い入れ、当該製品が「消費者参加型で開発された」とい

うメッセージそれ自体などが開発成果に影響を与えた可能性がある（注１７）。そうした可

能性を完全には排除できていないことが本研究の第二の限界である。 
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 第三に、本研究は市場化されなかった製品を分析の対象に含んでいない。もしかすると

ＴＤ法では、販売計画上の理由で市場化すべきでないものを市場化してしまっていたかも

知れない。その結果、ＴＤ法の販売成果がＵＤ法より低くなってしまっていたかも知れな

い。当初の企画案のうちどの程度の割合で製品が実際に市場化されることになるのか。そ

の数にＵＤ法とＴＤ法で差はあるのか。そうした点について本研究は明らかにしていない。 

 以上のような本研究の限界を踏まえた上で我々が今後取り組むべき調査課題としては次

のようなものが考えられる。 

まずは、より多くのサンプル数を収集し、統計的分析を行うことである。現時点では、

ＵＤ法を導入している企業がそもそも少ないため、統計的処理に堪えられるサンプル数を

確保することは非常に困難である。しかし、できるだけ多くのサンプル数を確保する努力

は今後も継続していかなくてはならない。そうすることで統計的検証が可能になり、ＵＤ

法の潜在能力の高さやそれを引き出すための条件を明らかにすることができるようになる

のである。 

 第二に、開発手法間の関係についてさらに考察することである。例えば、ユーザー・イ

ノベーションを製品開発に取り組む手法としては、ＵＤ法だけでなくＬＵ法も存在する。

今後はＬＵ法をＵＤ法とＴＤ法に加えて、３手法間で開発成果の比較を行ったり、それら

の適切な組み合わせ方法について検証を重ねることが課題になってくるだろう。 

 第三に、ＵＤ法そのものが現在、進化し続けている。最も開発成果が高くなるＵＤ法と

はどのようなものなのか。ＵＤ法の進化の先にさらにどのような新しい開発手法が登場し

てくる可能性があるのか。そうした開発手法はどのような機能を製品開発に持ち込むこと

になるのか。以上のような問いについても今後、検討し続ける必要がある。 

 最初に述べたように、ユビキタスネット社会の到来は確実に実現に向かっている。そう

したユビキタスネット社会の到来に向けてＵＤ法を洗練させることは、企業にとっては新

たな市場機会の創出につながり、消費者にとっては入手できる商品の豊富化につながる。

そうした社会を実現するために本稿で提出した課題に取り組んでいくことが今、我々に求

められているのである。 
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（注１）この定義にあるように、ＵＤ法の第一の特徴は、製品案の提示と決定、及び製品化の

決定といった製品開発の段階が消費者からの参加があってはじめて次に進めるようになってい

るという点である。また、第二の特徴は、そこでの決定基準として消費者の行動結果に開発担

当者の意見と同等あるいはそれを超える優先順位が与えられているという点である。 

（注２）ここでユビキタス社会という表現を用いているのは、本稿で対象とするＵＤ法の意義

が、ユビキタス社会の実現の程度が高まれば高まるほど、それだけ高くなると筆者が考えてい

るからである。 

（注３）ここで想定されている便益としては、金銭的便益と非金銭的便益の両方を指す。非

金銭的便益の具体的内容としては、（１）当該イノベーションを利用できること自体、（２）

開発という活動に従事すること自体、（３）イノベーションを行ったことが明らかになるこ

とによって得られる名声、が指摘されている。また、費用としては、とりわけ当該イノベ

ーションを実現するために当該製品を使用することによってしか得られない知識と経験を

獲得するための費用が重要であることが指摘されている（Luthje ＆ Herstatt 2004）。  
（注４）彼らはそのようにユーザーが自身のイノベーションに関する情報を他のユーザー

に無償で公開する理由として（１）他者による改善の誘発（２）自分に有利な標準を設定

する（３）低い競合（４）名声（５）互恵性（６）共同作業から生まれる楽しさ、を挙げ

ている。 
（注５）ここで記述する業務プロセスは、本研究がＵＤ法と考えているエレファントデザ

イン株式会社、株式会社エンジン、株式会社良品計画が採用している消費者参加型の製品

開発プロセスを抽象化したものである。 
（注６）本稿では、コミュニティを「何からの同じ関心を持つ人間の集まり」という意味

で使用する。例えば、以下で取り上げるブランド・コミュニティとは、「同じブランドに対

して関心を持っている者の集まり」のことを意味する。 
（注７）Harhoff et al.(2003)の研究をもう少し丁寧に解説すると以下のようになる。彼ら

は、モデル分析の結果、イノベーション情報を無償で公開する条件を以下のように整理し

た。それらは、①メーカー（他ユーザー）の当該情報の取得による当該製品の性能向上が

著しく、他ユーザーの採用費用が低い時に公開は起こる②性能向上が中程度で他ユーザー

の採用費用が高い場合は、イノベーションの汎用性が高い場合のみ公開が起こる③ユーザ

ー間の競合関係が強く、当該イノベーションの独自性が高い場合、公開は起こらない、と

いうものであった。そしてユーザー間の競争が激しくないこと、メーカーへの情報提供の

場合、そのメーカーと当該ユーザーとの間に当該製品の実現に必要な知識・能力に関して

強い補完関係があること、他ユーザーへの情報提供の場合には、ユーザー間に強い外部性

が存在することがカギになることを示唆した。 
また、彼らは、既存研究を展望し、そうした無償公開が起こる理由も整理している。そ

れらは（１）そもそも当該イノベーション情報を秘匿し続けることが困難であること（２）



 16

公開することで自身がイノベーションを行ったことが公知となり、名声を得られること

（３）当該情報を他者が知ること自体、自身を有利な立場にしたり、他ユーザーの採用が

市場全体の拡大に貢献したり、製品性能が向上したり、当該製品の低価格化が実現すると

いった理由で当該ユーザーに便益がもたらされること、である。 
（注８）もちろん、ＵＤ法の製品開発過程で、例えば製品案決定においては、異なる製品

案を選好する消費者集団間で製品化に向けた競争は存在すると言える。しかし、そうした

競争は存在しても、製品の調達や販売に関して消費者集団間で強い競争が存在するわけで

はない。 
（注９）良品計画はこのプロジェクトを子会社であるムジ・ネットを通じて行った。ムジ・

ネットは、２０００年５月に設立された。資本金は１億４，９００万円で、その内７５％

を良品計画が出資している。 

同社は、「無印良品」のポータル（玄関）・コミュニティーサイト（MJJI.net）の運営と、

パートナーとの提携を通じて新規事業・商品の企画・開発・販売を行う。 

その具体的事業内容は、 

（１） 無印良品ブランドのポータルサイトとメールマガジンの製作・運営 

（２） 良品計画が開発・販売する商品をインターネットを通じて販売している「無印良品

ネットストア」の販売促進 

（３） ムジ・ネット自身の事業である「無印良品ネットコミュニティ」の企画・運営 

である。（西川 2003） 

 本研究で取り上げるユーザー起動法を使った製品開発は、上の三つの事業内容のうち、

三番目の事業の一部を構成するものである。 
（注１０）以上の流れに合わせて、次のことが行われていた。まず、ステップが進むタイ

ミングで、ウェブサイト上とメール・マガジンを通じて良品計画側から進捗状況が会員に

伝えられていた。また、消費者からの当該商品案に対するコメントはどの段階でも、商品

案に活かされるようになっていた。 

（注１１）これらのデータ収集とは別に筆者らは、良品計画におけるユーザー起動法の実

践について詳細を知るために良品計画の役員とこのプロジェクトに協力したエレファント

デザインの社長と社員に対してインタビューを行った。聞き取りは、２００１年から２０

０４年６月にかけて各担当者に複数回行った。また今回のプロジェクトに関して書かれた

新聞、雑誌の記事を使い聞き取りの内容を補強した。 

（注１２）もちろん、同じ担当者であっても製品ごとに取り組む意欲が異なる場合がある。

しかし、複数の関係者への聞き取りによりその可能性は低かったことが確認されている。 

（注１３）初年度売上額は、発売年度の売上に翌年度売上額×[（１２－発売年度販売月数）

/１２]を加えて算出した。参考のために算出例を以下に挙げておく。 
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組番号 手法 商品名 算出方法 

ＵＤ 持ち運びできるあかり 02 年度の売上(６ヶ月分)＋03 年度の売上×６ヶ月/

１２ヶ月 

１組 

 

ＴＤ 高さ調整できる照明 02 年度の売上(４ヶ月分)＋03 年度の売上×８ヶ月/

１２ヶ月 

ＵＤ 体にフィットするソファ 03 年度の売上(２ヶ月分)＋04 年度の売上×１０ヶ月

/１２ヶ月 

２組 

ＴＤ ソファベッド 03 年度の売上(１１ヶ月分)＋04 年度の売上×１ヶ月

/１２ヶ月 

ＵＤ 壁棚 03 年度の売上(９ヶ月分)＋04 年度の売上×３ヶ月/

１２ヶ月 

３組 

ＴＤ 目覚まし時計 03 年度の売上(１１ヶ月分)＋04 年度の売上×１ヶ月

/１２ヶ月 

 

（注１４）ここではＵＤ法によって開発された製品の販売成果をＴＤ法と比較して、でき

る限り保守的に評価するために、ＴＤ法と比較して最も販売成果が低いＵＤ法の数字に注

目している。 

（注１５）最新のデータによれば、ＵＤ法による３つの製品は現在でも販売継続されてい

るが、ＴＤ法による１０個の製品のうち、２００６年３月現在で販売継続されているのは

一製品（アクリル・蛍光灯ペンダントライト）だけである。 
（注１６）『販売革新』商業界２００４年１月号７５ページ。 
（注１７）ＵＤ法の製品がＴＤ法のそれより高い販売成果を実現した要因としては、確か

にここで挙げたメッセージ効果やプロモーション効果を挙げることができる。ただし、①

先に触れた最新のデータによれば、ＴＤ法による製品の１０個のうち９個が販売中止にな

っているのに対して、ＵＤ法の製品はすべて販売継続されている、また②プロモーション

についても、製品販売開始後は特別に行われていないし、販売前に行ったプロモーション

の効果が１年を超えて持続しているとは考えにくい。こうした理由から、少なくともＵＤ

法がＴＤ法と比較して高い販売成果を実現する製品開発手法の一つであると考えることに

無理はないのではないかというのが筆者らの考えである。 

 

[2006.3.31 751] 
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